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質
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対
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別
紙
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送
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す
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三 

 
衆
議
院
議
員
矢
山
有
作
君
提
出
東
大
農
学
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
問
題
に
つ
い
て
の
虚
偽
回
答
に
関 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
よ
う
に
、
昭
和
六
十
年
六
月
十
二
日
の
東
京
大
学
農
学
部
附
属
生
物
環
境
制
御
シ
ス
テ
ム
セ
ン 

 
 

タ
ー
の
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
十
七
日
の
運
営
委

員
会
の
「
記
事
要
旨
（
案
）
」
が
提
案
さ
れ
た
が
、
同
「
記
事
要
旨
（
案
）
」
は
、
一
部
委
員
か
ら
記
載
内
容
に
つ
い
て

異
論
が
出
さ
れ
た
た
め
、
承
認
さ
れ
ず
、
そ
の
後
も
運
営
委
員
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、 

 

御
指
摘
の
両
教
授
は
議
事
録
は
存
在
し
な
い
と
の
所
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

法
務
当
局
と
し
て
は
、
御
主
張
の
事
実
関
係
の
み
で
は
、
犯
罪
が
成
立
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

二
に
つ
い
て 



御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
改
め
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
十
九
日
の
運
営
委
員
会
に
お
い 

 
 

て
、
機
種
更
新
の
た
め
の
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
、
同
年
十
月
十
七
日
に
第
一
回
機
種
選
定
小
委 

 

員
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

御
指
摘
の
答
弁
書
を
送
付
し
た
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
事
実
が
了
知
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で 

 

あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

法
務
当
局
と
し
て
は
、
御
主
張
の
事
実
関
係
の
み
で
は
、
犯
罪
が
成
立
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

四 

 




